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 概要書

・敷地：

・構造：　

・規模：

平成 21 年度 平成 25 年度

事後評価

同種事業の計画・
調査のあり方や
事業評価手法の
見直しの必要性

現時点で見直しの必要性はない。

事業実施による
環境の変化

変化は特になし。なお、環境負荷低減の取組はCASBEE評価等の結果から、機能していると考えられる。

対
応
方
針

(

原
案

)

今後の事後評
価の必要性

事業の効果は十分に発現していると考えられるため、現時点で再度の事後評価の必要性はないと考えられる。

改善措置の
必要性

事業の効果は十分に発現していると考えられるため、現地点での改善措置の必要性はない。なお、今後も保全
指導の面から施設管理者へのフォローアップに努める。

社会経済情勢等の変
化

本事業の事業計画の必要性や合理性に影響を与えるような社会的経済情勢の変化は特にないと考えられる。

費用対効果分析の
算定基礎となった
要因の変化

当初の事業計画に沿った整備がなされ、また庁舎が適切に活用されていることから、事業採択時点から特段の
要因の変化はないと考えられる。

事業の効果の
発現状況

・位置、規模及び構造の観点から、業務を行うための基本機能を満足していることが確認できる。
・地域性、環境保全性及びユニバーサルデザインについては特に充実した取組がなされており、景観性、木材
利用推進、防災性及び耐用・保全性についても充実した取組がなされていることから、官庁営繕の施策が適切
に反映されていることが確認できる。
以上より、想定していた事業の効果は十分に発現していると考えられる。

目的・必要性

＜解決すべき課題・背景＞
呉市内５官署において、昭和33年建築の呉税務署をはじめ経年による老朽化が進んでいることに加え、耐震性
能が不足している官署があり、利用者にも不便を強いる状況となっている。
　このため、早急に新たな庁舎を整備する必要があることから、行政サービスの向上、耐震安全性の確保及び
国有財産の有効活用のため合同庁舎として整備するものである。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：官庁施設の利便性、安全性等の向上
・施策目標：環境配慮型官庁施設としての整備、ユニバーサルデザインの採用、地震防災機能の確保

該当基準 事業完了後２年間が経過した事業

事業諸元

3,176 ㎡

鉄筋コンクリート造、地上７階地下１階

7,494 ㎡

事業期間 事業採択 完了

その他

平成２８年度

事業名 （箇所名） 　呉地方合同庁舎
担当課 営繕部技術・評価課

総事業費 （億円） 29

国土交通省

担当課長名 岡林　晃二 中国地方整備局

実施箇所 広島県呉市中央３－９－１５

事業
主体
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１
．

営
繕

事
業

の
事

後
評

価
の

考
え

方

（
１

）
営

繕
の

事
後

評
価

の
対

象
事

業

・
国

土
交

通
省

所
管

予
算

の
官

庁
営

繕
事

業
の

5
,0

0
0
万

円
を

こ
え

る
新

築
工

事
を

対
象

・
評

価
年

度
事

業
完

了
2
年

経
過

後

（
2）

営
繕

事
業

に
お

け
る

事
後

評
価

の
視

点

・
事

後
評

価
は

、
以

下
3つ

の
視

点
で

評
価

し
て

い
る

。
（
視

点
毎

に
評

価
）

①
事

業
計

画
の

必
要

性

②
事

業
計

画
の

合
理

性

③
事

業
計

画
の

効
果

・
営

繕
事

業
の

国
民

へ
の

便
益

は
、

完
成

施
設

で
提

供
さ

れ
る

行
政

サ
ー

ビ
ス

と
一

体
と

な
っ

て
発

揮
さ

れ
る

と
い

う
特

性
が

あ
り

、
費

用
便

益
分

析
（
B

/C
）
が

な
じ

ま
な

い
こ

と
か

ら
事

業
計

画
の

合
理

性
は

本
事

業
と

代
替

案
と

の
経

済
比

較
等

に
よ

り
評

価
し

て
い

る
。
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１
．

営
繕

事
業

の
事

後
評

価
の

考
え

方

①
事

業
計

画
の

必
要

性

②
事

業
計

画
の

合
理

性

③
事

業
計

画
の

効
果

施
設

の
「
老

朽
」
、

「
狭

あ
い

」
、

「
施

設
の

不
備
(耐

震
性

の
不

足
等
)」

な
ど

の
項

目
の

評
点

を
算

出
し

、
評

価
す

る
。

本
事

業
と

同
等

の
性

能
を

確
保

で
き

る
代

替
案

と
の

経
済

比
較

な
ど

を
行

い
、

本
事

業
が

代
替

案
よ

り
経

済
的

で
あ

れ
ば
10

0点
と

す
る

。

１
０

０
点

以
上

評
価

A
～
D
評
価
の

う
ち
、
「
Ｃ

(
一
般
的
な

取
組
)
」
以

上
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す

る

１
０

０
点

評
価

１
０

０
点

以
上

評
価

※
Ｃ

Ｓ
(顧

客
満

足
度
)調

査
、
CA

SB
EE
(建

築
環

境
総

合
性

能
)評

価
に

よ
り

、
補

足
的

に
効

果
を

確
認

す
る

。

「
位

置
」
「
規

模
」
「
構

造
」
の

３
つ

の
視

点
か

ら
評

点
算

出
を

行
い

、
評

価
す

る
。

業
務

を
行

う
た

め
の

基
本

機
能

（
Ｂ

１
）

合
同

庁
舎

に
相

応
し

い
付

加
機

能
と

な
っ

て
い

る
か

、
環

境
対

策
や

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

な
ど

の
営

繕
事

業
の

施
策

に
基

づ
く

機
能

に
つ

い
て

、
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

に
基

づ
い

て
評

価
を

行
い

、
発

現
状

況
を

検
証

す
る

。

施
策

に
基

づ
く
付

加
機

能
（
Ｂ

２
）
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２
．

事
業

の
目

的
・
概

要
[呉

地
方

合
同

庁
舎

]

（
１

）
事

業
の

目
的

耐
震

安
全

性
の

確
保

大
規

模
地

震
時

の
施

設
利

用
者

の
安

全
を

確
保

し
つ

つ
、

災
害

時
の

防
災

拠
点

と
し

て

の
機

能
を

確
保

す
る

。

行
政

サ
ー

ビ
ス

の
向

上

老
朽

、
耐

震
性

能
の

不
足

の
解

消
に

よ
り

施
設

利
用

者
の

利
便

性
、

業
務

効
率

の
向

上
を

図
る

。

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

を
取

入
れ

た
バ

リ
ア

フ
リ

ー
庁

舎
と

し
て

整
備

を
す

る
。

国
有

財
産

の
有

効
活

用

呉
市

内
に

分
散

し
て

い
る

官
署

を
集

約
・

立
体

化
す

る
こ

と
で

国
有

財
産

の
有

効
活

用
を

図
る

。

○○ ○ ○

呉
労

働
基

準
監

督
署

呉
税

務
署

広
島

地
方

検
察

庁
呉

支
部

・
呉

区
検

察
庁

呉
地

方
合

同
庁

舎

集
約

立
体

化
の

状
況

中
国

財
務

局
呉

出
張

所

呉
市

役
所

Ｊ
Ｒ

呉
駅
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■
建

設
場

所
：

広
島

県
呉

市
中

央
３

－
９

－
１

５
■

敷
地

面
積

：
３

，
１

７
６

㎡
■

構
造

規
模

：
鉄

筋
コ

ン
ク

リ
ー

ト
造

、
地

上
７

階
、

地
下

１
階

■
延

床
面

積
：

７
，

４
９

４
㎡

■
工

事
期

間
：

平
成

２
３

年
２

月
～

平
成

２
５

年
７

月
■

総
事

業
費

：
約

２
９

億
円

■
入

居
官

署
：

●
広

島
法

務
局

呉
支

局
●

広
島

地
方

検
察

庁
呉

支
部

・
呉

区
検

察
庁

●
中

国
財

務
局

呉
出

張
所

●
呉

税
務

署
●

呉
労

働
基

準
監

督
署

(２
)事

業
の

概
要

２
．

事
業

の
目

的
・
概

要
[呉

地
方

合
同

庁
舎

]

－ 7 －



２
．

事
業

の
目

的
・
概

要
[呉

地
方

合
同

庁
舎

]

（
３

）
入

居
官

署
の

旧
庁

舎
概

要

呉
法

務
総

合
庁

舎
［
広

島
法

務
局

呉
支

局
広

島
地

方
検

察
庁

呉
支

部
・
呉

区
検

察
庁

］
（
昭

和
５

３
年

度
完

成
）

中
国

財
務

局
呉

出
張

所
（
昭

和
４

３
年

度
完

成
）

事
業

計
画

の
必

要
性

老
朽

、
施

設
の

不
備

（
耐

震
性

能
の

不
足

）
事

業
計

画
の

必
要

性
老

朽

呉
税

務
署

（
昭

和
３

３
年

度
完

成
）

呉
労

働
基

準
監

督
署

（
昭

和
４

３
年

度
完

成
）

事
業

計
画

の
必

要
性

老
朽

、
施

設
の

不
備

（
耐

震
性

能
の

不
足

）
事

業
計

画
の

必
要

性
老

朽
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計
画

理
由

内
容

・
評

点
１

０
０

９
０

８
０

７
０

６
０

５
０

４
０

老
朽

施
設

の
老

朽
（
現

存
率

）
50

％
以

下
60

％
以

下
70

％
以

下
80

％
以

下

構
造

耐
力

の
著

し
い

低
下

経
年

、
被

災
等

に
よ

り
構

造
耐

力
が

著
し

く
低

下
し

、
非

常
に

危
険

な
状

態
に

あ
る

も
の

狭
あ

い
庁

舎
面

積
（
面

積
率

）
0．

5以
下

0．
55

以
下

0．
60

以
下

0．
65

以
下

0．
70

以
下

0．
75

以
下

0．
80

以
下

借
用

返
還

立
退

要
求

が
あ

る
場

合
借

用
期

限
が

切
れ

即
刻

立
退

が
必

要
な

も
の

期
限

付
き

立
退

要
求

の
も

の
な

る
べ

く
速

や
か

に
返

還
す

べ
き

も
の

返
還

す
べ

き
場

合
、

関
係

団
体

よ
り

借
り

上
げ

の
場

合
又

は
借

料
が

高
額

の
場

合

緊
急

に
返

還
す

べ
き

も
の

な
る

べ
く
速

や
か

に
返

還
す

べ
き

も
の

分
散

事
務

能
率

低
下

、
連

絡
困

難
2ヶ

所
以

上
に

分
散

、
相

互
距

離
が

1k
m

以
上

で
（
同

一

敷
地

外
）
、

業
務

上
著

し
く

支
障

が
あ

る
も

の

2ヶ
所

以
上

に
分

散
、

相
互

距
離

が
30

0ｍ
以

上
で

（
同

一
敷

地

外
）
、

業
務

上
非

常
に

支
障

が
あ

る
も

の

同
一

敷
地

内
に

分
散

、
業

務
上

支
障

が
あ

る
も

の

地
域

連
携

都
市

計
画

の
進

捗
周

囲
が

区
画

整
理

等
施

行
済

み
で

当
該

施
行

分
だ

け
が

残
っ

て
い

る
も

の

区
画

整
理

等
が

施
行

中
で

早
く
立

ち
退

か
な

い
と

妨
害

と
な

る
も

の

区
画

整
理

等
が

事
業

決
定

済
み

で
あ

る
も

の
（
年

度
別

決
定

済
み

）

区
画

整
理

等
が

計
画

決
定

済
で

あ
る

も
の

地
域

性
上

の
不

適
都

市
計

画
的

に
見

て
、

地
域

性
上

著
し

い
障

害
が

あ
る

も
の

又
は

防
火

地
域

若
し

く
は

準
防

火
地

域
に

あ
る

木
造

建
築

物
で

延
焼

の
可

能
性

が
著

し
く
高

い
も

の

都
市

計
画

的
に

み
て

、
地

域
性

上
障

害
の

あ
る

も
の

、
又

は
防

火
地

域
若

し
く
は

準
防

火
地

域
に

あ
る

木
造

建
築

物
で

延
焼

の
可

能
性

が
高

い
も

の

都
市

計
画

的
に

み
て

、
地

域
性

上
好

ま
し

く
な

い
も

の
、

又
は

防
火

地
域

若
し

く
は

準
防

火
地

域
に

あ
る

木
造

建
築

物
で

延
焼

の
お

そ
れ

が
あ

る
も

の

立
地

条
件

の
不

良

位
置

の
不

良
位

置
が

不
適

当
で

業
務

上
非

常
な

支
障

を
来

し
て

い
る

も
の

又
は

公
衆

に
非

常
に

不
便

を
及

ぼ
し

て
る

も
の

位
置

が
不

適
当

で
業

務
上

支
障

を
来

し
て

い
る

も
の

又
は

公
衆

に
不

便
を

及
ぼ

し
て

る
も

の

位
置

が
不

適
当

で
業

務
上

又
は

環
境

上
好

ま
し

く
な

い
も

の

地
盤

の
不

良
地

盤
沈

下
、

低
湿

地
又

は
排

水
不

良
で

維
持

管
理

が
不

可
能

に
近

い
も

の

地
盤

沈
下

、
低

湿
地

又
は

排
水

不
良

等
で

維
持

管
理

が
著

し
く
困

難
な

も
の

地
盤

沈
下

、
低

湿
地

又
は

排
水

不
良

等
で

維
持

管
理

が
困

難
な

も
の

地
盤

沈
下

、
低

湿
地

又
は

排
水

不
良

等
で

維
持

管
理

上
好

ま
し

く
な

い
も

の

施
設

の
不

備
必

要
施

設
の

不
備

施
設

が
不

備
の

た
め

業
務

の
遂

行
が

著
し

く
困

難
な

も
の

施
設

が
不

備
の

た
め

業
務

遂
行

が
困

難
な

も
の

施
設

が
不

備
の

た
め

業
務

の
遂

行
に

支
障

を
来

し
て

い
る

も
の

施
設

が
不

備
の

た
め

業
務

上
好

ま
し

く
な

い
も

の
又

は
来

庁
者

の
利

用
上

著
し

く
支

障
が

あ
る

も
の

衛
生

条
件

の
不

良

採
光

、
換

気
不

良
法

令
に

よ
る

基
準

よ
り

は
る

か
に

低
い

も
の

法
令

に
よ

る
基

準
よ

り
相

当
低

い
も

の
法

令
に

よ
る

基
準

以
下

で
あ

る
も

の

法
令

等
法

令
等

に
基

づ
く
整

備
法

令
、

閣
議

決
定

等
に

基
づ

き
整

備
が

必
要

な
も

の

評
点

も
評

点
の

高
い

計
画

理
由

を
主

理
由

、
そ

の
他

の
計

画
理

由
を

従
理

由
と

し
、

次
の

計
算

式
に

よ
り

算
定

『
評

点
＝

（
主

理
由

の
評

点
＋

（
従

理
由

の
評

点
）
X

0.
1＋

（
加

算
点
※

）
』

→
事

業
計

画
の

必
要

性
が

あ
る

(1
00

点
以

上
）
こ

と
を

確
認

※
合

同
庁

舎
の

場
合

10
点

、
特

定
国

有
財

産
整

備
計

画
に

基
づ

く
計

画
の

場
合

10
点

を
そ

れ
ぞ

れ
加

算
す

る

３
．

事
業

目
的

の
達

成
状

況
[呉

地
方

合
同

庁
舎

]

①
「
事

業
計

画
の

必
要

性
」
に

関
す

る
評

価
【
1
/
2
】

耐
震

性
能

の
不

足
に

よ
り

支
障

の
あ

る
官

署
呉

法
務

支
局

呉
検

察
庁

呉
税

務
署

：
本

事
業

に
お

け
る

該
当

項
目

事
業

計
画

の
必

要
性

に
関

す
る

評
価

指
標

呉
法

務
支

局
(6

0
％

)
呉

検
察

庁
(6

0
％

)
呉

財
務

出
張

所
(6

0
％

)

呉
税

務
署

(5
0
％

)

呉
労

働
基

署
(6

5
％

)

注
記

)  
.現

存
率

と
は
、
建

物
の
老

朽
度
を
示

す
指

標
。
建

物
の
新
築

時
を

10
0と

し
て
建
物
を
構
成
す
る
個
々
の
部
分
の
老
朽
、
劣
化
の
進
行
に
応
じ
て
値
が
小
さ
く
な
る
。
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３
．

事
業

目
的

の
達

成
状

況
[呉

地
方

合
同

庁
舎

]

①
「
事

業
計

画
の

必
要

性
」
に

関
す

る
評

価
【
2
/
2
】

計
画

理
由

評
点

評
点

の
根

拠

老
朽

9
2
.2

Σ
（
施

設
の

現
存

率
に

対
す

る
評

点
×

（
)

)
呉

法
務

1
7
.4

6
＋

呉
検

察
1
9
.5

0
＋

呉
財

務
8
.8

6
＋

呉
税

務
3
5
.8

0
＋

呉
労

基
1
0
.6

2
≒

9
2
.2

4
→

9
2
.2

[全
官

署
共

、
老

朽
を

主
要

素
と

し
て

評
価

]

狭
あ

い
－

借
用

返
還

－

分
散

－

都
市

計
画

の
関

係
－

立
地

条
件

の
不

良
－

施
設

の
不

備
（
耐

震
性

の
不

足
）

4
.6

全
官

署
共

、
主

要
素

は
老

朽
だ

っ
た

た
め

、
施

設
の

不
備

は
従

要
素

と
し

て
評

点
×

0
.1

で
評

価

Σ
（
施

設
の

不
備

に
対

す
る

評
点

×
(

)
）

(呉
法

務
支

局
1
1
.6

3
×

0
.1

＋
呉

検
察

庁
1
3
.0

0
×

0
.1

＋
呉

税
務

署
2
1
.4

7
×

0
.1

）
=
4
.6

1
→

4
.6

衛
生

条
件

の
不

良
－

法
令

等
－

（
加

算
要

素
）

合
同

庁
舎

計
画

1
0
.0

国
有

財
産

の
有

効
活

用
に

よ
り

加
点

特
定

国
有

財
産

整
備

計
画

1
0
.0

/
/

合
計

1
1
6

1
0
0
点

以
上

の
確

認
【
評

点
合

計
1
1
6
.8

＝
1
1
6

（
端

数
調

整
）
】

「
事

業
計

画
の

必
要

性
」
を

確
認

施
設

面
積

全
施

設
面

積

施
設

面
積

全
施

設
面

積

注
)

計
画

理
由

が
2以

上
の

場
合

は
、

主
要

素
の

評
点

に
従

要
素

の
評

点
に

10
％

を
掛

け
た

点
数

を
加

え
た

点
数

を
事

業
計

画
の

必
要

性
に

関
す

る
評

点
と

す
る

。
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Ⅰ
本

事
業

の
総

費
用

（
千

円
）

合
計

（
千

円
）

１
．

施
設

整
備

費
（
建

設
費

、
企

画
設

計
費

、
解

体
費

）
3
,4

4
0
,2

6
7

5
,6

6
5
,4

1
0

２
．

維
持

修
繕

費
（
修

繕
費

、
保

全
費

、
光

熱
水

費
）

2
,1

2
3
,8

6
8

３
．

土
地

の
占

用
に

係
る

機
会

費
用

（
土

地
保

有
に

係
る

コ
ス

ト
）

4
1
9
,2

3
2

４
．

法
人

税
等

（
１

．
２

．
に

法
人

税
が

含
ま

れ
る

た
め

引
い

て
い

ま
す

）
-
3
1
7
,9

5
7

Ⅱ
代

替
案

の
総

費
用

（
千

円
）

合
計

（
千

円
）

１
．

施
設

整
備

費
（
建

替
費

・
増

築
費

・
改

修
費

、
企

画
設

計
費

、
解

体
費

）
3
,7

5
9
,4

6
4

7
,3

1
6
,4

9
3

２
．

維
持

修
繕

費
（
修

繕
費

、
保

全
費

、
光

熱
水

費
）

2
,8

5
1
,4

0
4

３
．

土
地

の
占

用
に

係
る

機
会

費
用

（
土

地
保

有
に

係
る

コ
ス

ト
）

1
,1

1
2
,2

6
4

４
．

法
人

税
等

（
１

．
２

．
に

法
人

税
が

含
ま

れ
る

た
め

引
い

て
い

ま
す

）
-
4
0
6
,6

3
9

【
差

額
】
Ⅱ

－
Ⅰ

（
千

円
）

1
,6

5
1
,0

8
3

本
事

業
と

代
替

案
の

コ
ス

ト
比

較
○

分
析

期
間

：
庁

舎
建

設
期

間
及

び
維

持
管

理
期

間
５

０
年

間
○

社
会

的
割

引
率

（
４

％
）
を

用
い

て
現

在
価

値
化

を
行

い
費

用
を

算
定

○
採

用
し

た
代

替
案

：
呉

税
務

署
は

建
替

(築
後

5
0
年

経
過

の
た

め
)、

そ
れ

以
外

の
４

官
署

は
増

築
＋

改
修

○
土

地
の

占
用

に
係

る
機

会
費

用
：

土
地

が
建

物
に

よ
っ

て
占

用
さ

れ
る

こ
と

に
よ

っ
て

失
わ

れ
る

、
仮

に
そ

の
土

地
を

運
用

(賃
貸

等
)し

て
い

た
ら

得
ら

れ
た

で
あ

ろ
う

利
益

(地
代

等
)の

こ
と

。

評
点

：
10

0点
を

確
認

す
る

②
「
事

業
計

画
の

合
理

性
」
に

関
す

る
評

価

３
．

事
業

目
的

の
達

成
状

況
[呉

地
方

合
同

庁
舎

]

「
事

業
計

画
の

合
理

性
」
を

確
認

本
事

業
が

代
替

案
よ

り
経

済
的

(安
価

)
で

あ
れ

ば
10

0点
を

付
与

す
る
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：
本

事
業

に
お

け
る

該
当

項
目

３
．

事
業

目
的

の
達

成
状

況
[呉

地
方

合
同

庁
舎

]

③
－

１
「
事

業
計

画
の

効
果

・
基

本
機

能
（
Ｂ

１
）

」
に

関
す

る
評

価
【
1
/
2
】

分
類

１
．

１
１

．
０

０
．

９
０

．
８

０
．

７
０

．
５

位 置

用
地

の
取

得
・
借

用
（
新

規
取

得
か

否
か

を
問

わ
ず

）
国

有
地

に
建

設
さ

れ
て

い
る

。

必
要

な
期

間
の

用
地

の
利

用
（
借

用
を

含
む

）
が

担
保

さ
れ

て
い

る
。

用
地

の
取

得
上

、
借

用
上

の
問

題
は

解
消

さ
れ

る
見

込
み

が
あ

る
。

用
地

の
取

得
上

、
借

用
上

の
問

題
が

あ
り

、
そ

の
問

題
が

解
消

さ
れ

る
見

込
み

が
な

い
。

災
害

防
止

・
環

境
保

全
自

然
的

条
件

か
ら

み
て

災
害

防
止

・
環

境
保

全
上

良
好

な
状

態
で

あ
る

。

自
然

的
条

件
か

ら
み

て
災

害
防

止
・
環

境
保

全
上

支
障

が
な

い
。

自
然

的
条

件
か

ら
み

て
災

害
防

止
・
環

境
保

全
上

軽
微

な
支

障
が

あ
る

。

自
然

的
条

件
か

ら
み

て
災

害
防

止
・
環

境
保

全
上

重
大

な
支

障
が

あ
る

。

ア
ク

セ
ス

の
確

保
施

設
へ

の
ア

ク
セ

ス
は

良
好

で
あ

る
。

施
設

へ
の

ア
ク

セ
ス

に
支

障
は

な
い

。
施

設
へ

の
ア

ク
セ

ス
に

軽
微

な
支

障
が

あ
る

。
施

設
へ

の
ア

ク
セ

ス
に

重
大

な
支

障
が

あ
る

。

都
市

計
画

そ
の

他
の

土
地

に
関

す
る

計
画

と
の

整
合

都
市

計
画

そ
の

他
の

土
地

利
用

に
関

す
る

計
画

と
整

合
し

て
い

る
。

都
市

計
画

そ
の

他
の

土
地

利
用

に
関

す
る

計
画

と
整

合
し

て
い

な
い

が
、

整
合

す
る

見
込

み
が

あ
る

。

都
市

計
画

そ
の

他
の

土
地

利
用

に
関

す
る

計
画

と
整

合
し

て
お

ら
ず

、
整

合
す

る
見

込
み

が
な

い
。

敷
地

形
状

等
敷

地
全

体
が

有
効

に
利

用
さ

れ
て

お
り

、
安

全
・
円

滑
に

敷
地

へ
の

出
入

り
が

で
き

る
。

敷
地

の
一

部
が

有
効

に
利

用
で

き
な

い
。

敷
地

へ
の

安
全

・
円

滑
な

出
入

り
に

軽
微

な
問

題
が

あ
る

。

敷
地

の
有

効
利

用
ま

た
は

敷
地

へ
の

安
全

・
円

滑
な

出
入

り
に

重
大

な
問

題
が

あ
る

。

規 模

建
築

物
の

規
模

業
務

内
容

等
に

応
じ

、
適

切
な

規
模

と
な

っ
て

い
る

。
業

務
内

容
等

に
対

し
、

や
や

不
適

切
な

規
模

と
な

っ
て

い
る

。

業
務

内
容

に
対

し
、

著
し

く
不

適
切

な
規

模
と

な
っ

て
い

る
。

敷
地

の
規

模
建

築
物

の
規

模
及

び
業

務
内

容
に

応
じ

、
適

切
な

規
模

と
な

っ
て

い
る

。

建
築

物
の

規
模

及
び

業
務

内
容

に
対

し
、

や
や

不
適

切
な

規
模

と
な

っ
て

い
る

。
（
駐

車
場

の
不

足
な

ど
）

建
築

物
の

規
模

及
び

業
務

内
容

に
対

し
、

著
し

く
不

適
切

な
規

模
と

な
っ

て
い

る
。

構 造

機
能

性
（
業

務
を

行
う

た
め

の
基

本
機

能
に

該
当

す
る

部
分

）

執
務

に
必

要
な

空
間

及
び

機
能

が
適

切
に

確
保

さ
れ

て
い

る
。

執
務

に
必

要
な

空
間

及
び

機
能

が
適

切
に

確
保

さ
れ

て
い

な
い

。

執
務

に
必

要
な

空
間

及
び

機
能

の
確

保
が

さ
れ

て
い

な
い

。

係
数

項
目

事
業

計
画

の
効

果
・
基

本
機

能
（
Ｂ

１
）
の

発
現

状
況

を
評

価
す

る
指

標
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３
．

事
業

目
的

の
達

成
状

況
[呉

地
方

合
同

庁
舎

]

③
－

１
「
事

業
計

画
の

効
果

・
基

本
機

能
（
Ｂ

１
）
」
に

関
す

る
評

価
【
2
/
2
】

分 類
評

価
項

目
該

当
評

価

位 置

用
地

取
得

の
見

込
（
状

況
）

1
.1

国
有

地
に

建
設

が
さ

れ
て

い
る

。

災
害

防
止

・
環

境
保

全
1
.0

自
然

的
条

件
か

ら
み

て
災

害
防

止
・
環

境
保

全
防

止
上

支
障

が
な

い
。

ア
ク

セ
ス

の
確

保
1
.1

施
設

へ
の

ア
ク

セ
ス

は
良

好
で

あ
る

。

都
市

計
画

そ
の

他
土

地
利

用
計

画
に

関
す

る
計

画
と

の
整

合
性

1
.0

都
市

計
画

そ
の

他
の

土
地

利
用

に
関

す
る

計
画

と
整

合
し

て
い

る
。

敷
地

形
状

等
1
.0

敷
地

が
有

効
に

利
用

さ
れ

て
お

り
、

安
全

・
円

滑
に

敷
地

へ
の

出
入

り
が

で
き

る
。

規 模

建
築

物
の

規
模

1
.0

業
務

内
容

等
に

応
じ

、
適

切
な

規
模

と
な

っ
て

い
る

。

敷
地

の
規

模
1
.0

建
築

物
の

規
模

及
び

業
務

内
容

に
応

じ
、

適
切

な
規

模
と

な
っ

て
い

る
。

構 造
機

能
性

1
.0

執
務

に
必

要
な

空
間

及
び

機
能

が
適

切
に

確
保

さ
れ

て
い

る
。

評
点

1
2
1

1
0
0
点

以
上

の
確

認
。

(1
.1

×
1
.0

×
1
.1

×
1
.0

×
1
.0

×
1
.0

×
1
.0

×
1
.0

)×
1
0
0
=
1
2
1

「
事

業
計

画
の

効
果

・
基

本
機

能
（
Ｂ

１
）
」
の

発
現

状
況

を
確

認

注
)

各
評

価
項

目
の

係
数

を
全

て
掛

け
合

わ
せ

て
、

10
0を

乗
じ

た
数

値
が

10
0点

以
上

で
あ

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
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３
．

事
業

目
的

の
達

成
状

況
[呉

地
方

合
同

庁
舎

]

③
－

２
「
事

業
計

画
の

効
果

・
付

加
機

能
（
Ｂ

２
）
」
に

関
す

る
評

価
【
1
/
8
】

分
類

評
価

項
目

評
価

取
組

状
況

社
会

性

地
域

性

Ａ
特

に
充

実
し

た
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

。

Ｂ
充

実
し

た
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

。

Ｃ
一

般
的

な
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

。

D
一

般
的

な
取

組
が

な
さ

れ
て

い
な

い
。

景
観

性

Ａ
特

に
充

実
し

た
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

。

Ｂ
充

実
し

た
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

。

Ｃ
一

般
的

な
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

。

D
一

般
的

な
取

組
が

な
さ

れ
て

い
な

い
。

環
境

保
全

性

環
境

保
全

性

Ａ
官

庁
施

設
の

環
境

保
全

性
基

準
に

基
づ

い
た

取
組

が
な

さ
れ

て
い

る
ほ

か
、

特
に

充
実

し
た

環
境

負
荷

の
低

減
化

に
配

慮
し

た
取

組
が

行
わ

れ
て

い
る

。

Ｂ
官

庁
施

設
の

環
境

保
全

性
基

準
に

基
づ

い
た

取
組

が
な

さ
れ

て
い

る
ほ

か
、

充
実

し
た

環
境

負
荷

の
低

減
化

に
配

慮
し

た
取

組
が

行
わ

れ
て

い
る

。

Ｃ
官

庁
施

設
の

環
境

保
全

性
基

準
に

基
づ

い
た

取
組

が
な

さ
れ

て
い

る
ほ

か
、

一
般

的
な

環
境

負
荷

の
低

減
化

が
行

わ
れ

て
い

る
。

D
官

庁
施

設
の

環
境

保
全

性
基

準
に

基
づ

い
た

取
組

が
な

さ
れ

て
い

な
い

な
ど

、
一

般
的

な
環

境
負

荷
の

低
減

化
が

行
わ

れ
て

い
な

い
。

木
材

利
用

推
進

Ａ
特

に
充

実
し

た
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

。

Ｂ
充

実
し

た
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

。

Ｃ
一

般
的

な
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

。

D
一

般
的

な
取

組
が

な
さ

れ
て

い
な

い
。

機
能

性

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

Ａ
特

に
充

実
し

た
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

。

Ｂ
充

実
し

た
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

。

Ｃ
一

般
的

な
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

。

D
一

般
的

な
取

組
が

な
さ

れ
て

い
な

い
。

防
災

性

Ａ
官

庁
施

設
の

総
合

耐
震

・
対

津
波

計
画

基
準

に
基

づ
い

た
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

ほ
か

、
特

に
防

災
に

配
慮

し
た

取
組

が
行

わ
れ

て
い

る
。

Ｂ
官

庁
施

設
の

総
合

耐
震

・
対

津
波

計
画

基
準

に
基

づ
い

た
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

ほ
か

、
防

災
に

配
慮

し
た

取
組

が
行

わ
れ

て
い

る
。

Ｃ
官

庁
施

設
の

総
合

耐
震

・
対

津
波

計
画

基
準

に
基

づ
い

た
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

ほ
か

、
防

災
に

関
す

る
一

般
的

な
取

組
が

行
わ

れ
て

い
る

。

D
官

庁
施

設
の

総
合

耐
震

・
対

津
波

計
画

基
準

に
基

づ
い

た
取

組
が

な
さ

れ
て

い
な

い
な

ど
、

防
災

に
関

す
る

一
般

的
な

取
組

が
行

わ
れ

て
い

な
い

。

経
済

性
耐

用
・
保

全
性

Ａ
特

に
充

実
し

た
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

。

Ｂ
充

実
し

た
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

。

Ｃ
一

般
的

な
取

組
が

な
さ

れ
て

い
る

。

D
一

般
的

な
取

組
が

な
さ

れ
て

い
な

い
。

：
本

事
業

の
該

当
項

目
(以

下
同

じ
)

注
)「

Ｃ
」
の

一
般

的
な

取
組

以
上

の
評

価
と

な
っ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。
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e
.
ユ

ニ
バ

ー
サ

ル
デ

ザ
イ

ン
へ

の
取

組
の

充
実

を
図

る
た

め
、

地
元

自
治

会
や

呉
市

障
害

者
団

体
と

の
意

見
交

換
会

３
．

事
業

目
的

の
達

成
状

況
[呉

地
方

合
同

庁
舎

]

③
－

２
「
事

業
計

画
の

効
果

・
付

加
機

能
（
Ｂ

２
）
」
に

関
す

る
評

価
【
2
/
8
】

分
類

評
価

項
目

評
価

取
組

内
容

社 会 性
地

域
性

Ａ
右

の
２

つ
以

上
取

組
a.

地
方

公
共

団
体

、
地

域
の

協
議

会
、

商
店

街
等

と
の

連
携

（
シ

ビ
ッ

ク
コ

ア
、

合

築
、

地
域

防
災

へ
貢

献
す

る
取

組
、

施
設

・
駐

車
場

の
共

用
、

敷
地

の
一

体
利

用
な

ど
）
、
b.

既
存

建
造

物
（
歴

史
的

建
築

物
）
の

有
効

利
用

、
c.

跡
地

の
有

効
活

用
（
地

方
公

共
団

体
に

よ
る

活
用

な
ど

）
、
d.

地
域

性
の

あ
る

材
料

の
採

用
、
e.

地
域

住
民

と
の

連
携

（
ワ

ー
ク

シ
ョ

ッ
プ

、
懇

談
会

な
ど

）、
f.オ

ー
プ

ン
ス

ペ
ー

ス

の
設

置

Ｂ
右

の
１

つ
取

組

Ｃ
法

令
・
基

準
通

り

D
一

般
的

な
取

組
が

な
さ

れ
て

い
な

い

意
見

交
換

後
、

実
寸

模
型

で
使

い
勝

手
を

イ
メ

ー
ジ

d.
 呉

の
街

に
馴

染
み

の
あ

る
ﾚ
ﾝ
ｶ
ﾞ調

タ
イ

ル
を

外
壁

に
採

用
a.

 津
波

避
難

ビ
ル

指
定

を
受

け
、

呉
市

の
防

災
計

画
へ

貢
献

完
成

直
前

に
、

出
来

映
え

を
チ

ェ
ッ

ク
！

注
)赤

文
字

(下
線

)･
･･

本
事

業
で

採
用

し
て

い
る

取
組

内
容

。
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３
．

事
業

目
的

の
達

成
状

況
[呉

地
方

合
同

庁
舎

]

③
－

２
「
事

業
計

画
の

効
果

・
付

加
機

能
（
Ｂ

２
）
」
に

関
す

る
評

価
【
3
/
8
】

分
類 Ｄ

評
価

項
目

評
価

取
組

内
容

社 会 性
景

観
性

Ａ
右

の
２

つ
以

上
取

組
a.

歴
史

・
文

化
及

び
風

土
へ

の
配

慮
、
b.

歴
史

的
ま

ち
な

み
の

保
存

・
再

生
、
c.

周
辺

の
自

然
環

境
へ

の
配

慮
、
d.

周
辺

の
都

市
環

境
へ

の
配

慮
、

e.
跡

地
の

有
効

活
用

（
景

観
形

成
、

文
化

財
保

護
な

ど
）

Ｂ
右

の
１

つ
取

組

Ｃ
法

令
・
基

準
通

り

Ｄ
一

般
的

な
取

組
が

な
さ

れ
て

い
な

い

d.
 近

隣
の

住
民

か
ら

親
し

ま
れ

て
い

た
桜

並
木

を
保

存
す

る
こ

と
に

よ
り

、
周

辺
の

都
市

環
境

へ
の

配
慮

保
存

さ
れ

た
桜

並
木

d.
 駐

車
場

棟
の

壁
面

を
緑

化
し

、
周

辺
環

境
へ

配
慮

注
)赤

文
字

(下
線

)･
･･

本
事

業
で

採
用

し
て

い
る

取
組

内
容

。
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分
類

評
価

項
目

評
価

取
組

内
容

環 境 保 全 性

環
境

保
全

性

Ａ
右

の
４

つ
以

上
取

組
a.

特
別

な
省

エ
ネ

機
器

の
導

入
（
氷

蓄
熱

、
照

明
制

御
、

ア
モ

ル
フ

ァ
ス

変
圧

器
な

ど
）
、
b.

蓄
電

池
、
c.

緑
化

の
た

め
の

特
別

な
対

策
（
屋

上
緑

化
な

ど
）

、
d.

自
然

エ
ネ

ル
ギ

ー
利

用
の

た
め

の
特

別
な

対
策

（
太

陽
光

発
電

、
風

力
発

電
な

ど
）
、
e.

水
資

源
の

有
効

活
用

の
た

め
の

特
別

な
対

策
（
雨

水
利

用
設

備
な

ど
）
、
f.外

断
熱

、
g.

高
性

能
ガ

ラ
ス

Ｂ
右

の
２

つ
取

組

Ｃ
省

エ
ネ

器
具

等
の

導
入

省
エ

ネ
型

器
具

な
ど

の
導

入
が

さ
れ

て
い

る
。

（
Ｈ

ｆ照
明

、
高

効
率

変
圧

器
、

エ
コ

ケ
ー

ブ
ル

、
ノ

ン
フ

ロ
ン

機
器

、
高

効
率

熱
源

、
Ｖ

Ａ
Ｖ

、
Ｖ

Ｗ
Ｖ

、
節

水
設

備
な

ど
）

Ｄ
一

般
的

な
環

境
負

荷
の

低
減

化
が

行
わ

れ
て

い
な

い

３
．

事
業

目
的

の
達

成
状

況
[呉

地
方

合
同

庁
舎

]

③
－

２
「
事

業
計

画
の

効
果

・
付

加
機

能
（
Ｂ

２
）
」
に

関
す

る
評

価
【
4
/
8
】

庁
舎

各
室

a.
 照

明
制

御
(調

光
)の

導
入

調
光

セ
ン

サ
ー

e
.
雨

水
利

用
設

備
の

導
入

（
ト

イ
レ

の
洗

浄
水

及
び

植
栽

の
水

や
り

に
利

用
）

雨
水

ポ
ン

プ
灌

水
装

置

g.
 高

性
能

ガ
ラ

ス
の

導
入

(夏
は

強
い

日
差

し
を

カ
ッ

ト
。

冬
は

暖
か

い
熱

を
外

に
逃

が
さ

な
い

)

南
面

複
層

ガ
ラ

ス
(L
ow

‐E
)

d.
 太

陽
光

発
電

に
よ

る
自

然
エ

ネ
ル

ギ
ー

の
活

用

太
陽

光
パ

ネ
ル

注
)赤

文
字

(下
線

)･
･･

本
事

業
で

採
用

し
て

い
る

取
組

内
容

。
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３
．

事
業

目
的

の
達

成
状

況
[呉

地
方

合
同

庁
舎

]

③
－

２
「
事

業
計

画
の

効
果

・
付

加
機

能
（
Ｂ

２
）
」
に

関
す

る
評

価
【
5
/
8
】

分
類

評
価

項
目

評
価

取
組

内
容

環 境 保 全 性

木
材

利
用

推
進

Ａ
右

の
２

つ
以

上
取

組
a.

木
造

化
、

b.
内

装
等

の
木

質
化

、
c
.木

質
バ

イ
オ

マ
ス

を
燃

料
と

す
る

機
器

の
設

置
Ｂ

右
の

１
つ

取
組

Ｃ
法

令
・
基

準
通

り

Ｄ
一

般
的

な
取

組
が

な
さ

れ
て

い
な

い

庁
舎

1
階

エ
ン

ト
ラ

ン
ス

ホ
ー

ル
庁

舎
階

段
室

b.
 壁

に
木

質
合

板
を

使
用

注
)赤

文
字

(下
線

)･
･･

本
事

業
で

採
用

し
て

い
る

取
組

内
容

。

b.
 手

す
り

に
木

材
を

使
用

－ 18 －



分
類

評
価

項
目

評
価

取
組

内
容

機 能 性

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

Ａ
特

に
充

実
し

た
取

組
建

築
物

移
動

等
円

滑
化

誘
導

基
準

を
満

た
し

た
上

で
、

特
に

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

へ
の

配
慮

を
達

成
し

て
い

る
。

Ｂ
充

実
し

た
取

組
建

築
物

移
動

等
円

滑
化

誘
導

基
準

を
満

た
し

て
い

る
。

Ｃ
一

般
的

な
取

組
建

築
物

移
動

等
円

滑
化

基
準

を
満

た
し

て
い

る
。

又
は

建
築

物
移

動
等

円
滑

化
基

準
の

適
用

対
象

外
施

設
で

あ
る

。

Ｄ
一

般
的

な
取

組
が

な
さ

れ
て

い
な

い

３
．

事
業

目
的

の
達

成
状

況
[呉

地
方

合
同

庁
舎

]

③
－

２
「
事

業
計

画
の

効
果

・
付

加
機

能
（
Ｂ

２
）
」
に

関
す

る
評

価
【
6
/
8
】

自
動

ド
ア

身
障

者
用

便
所

外
構

特
に

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

へ
の

配
慮

玄
関

＋
３

官
署

(法
務

局
、

税
務

署
、

労
基

署
）

多
機

能
便

所
を

各
階

へ
設

置
(ベ

ビ
ー

シ
ー

ト
、

フ
ィ

ッ
テ

ィ
ン

グ
ボ

ー
ド

）

誘
導

ブ
ロ

ッ
ク

の
設

置
＋

ゆ
と

り
の

あ
る

外
部

空
間

建
築

物
移

動
等

円
滑

化
誘

導
基

準
玄

関
１

箇
所

オ
ス

ト
メ

イ
ト

対
応

の
身

障
者

用
便

所
を

各
階

へ
設

置
誘

導
ブ

ロ
ッ

ク
の

設
置

実
施

し
た

取
組

外
部

空
間

多
機

能
便

所
１

階
法

務
出

入
口

玄
関

注
)赤

文
字

(下
線

)･
･･

本
事

業
で

採
用

し
て

い
る

取
組

内
容

。
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３
．

事
業

目
的

の
達

成
状

況
[呉

地
方

合
同

庁
舎

]

③
－

２
「
事

業
計

画
の

効
果

・
付

加
機

能
（
Ｂ

２
）
」
に

関
す

る
評

価
【
7
/
8
】

分
類

評
価

項
目

評
価

取
組

内
容

機 能 性
防

災
性

Ａ
右

の
２

つ
以

上
取

組
a.

火
災

へ
の

特
別

な
対

策
（
ガ

ス
消

火
な

ど
）
、
b.

浸
水

へ
の

特
別

な
対

策
（
防

潮
堤

、
止

水
板

な
ど

）
、
c.

強
風

へ
の

特
別

な
対

策
（
ビ

ル
風

対
策

な
ど

）
、
d.

落
雷

へ
の

特
別

な
対

策
（
高

度
な

雷
保

護
な

ど
）

Ｂ
右

の
１

つ
取

組

Ｃ
官

庁
施

設
の

総
合

耐
震

・
対

津
波

計
画

基
準

に
基

づ
い

た
整

備
等

、
一

般
的

な
取

組

Ｄ
一

般
的

な
取

組
が

行
わ

れ
て

い
な

い

b.
 津

波
浸

水
へ

対
応

す
る

た
め

の
特

別
な

対
策

地
下

駐
車

場
入

口
、

地
上

レ
ベ

ル
で

の
防

潮
堤

正
面

玄
関

の
防

潮
堤

注
)赤

文
字

(下
線

)･
･･

本
事

業
で

採
用

し
て

い
る

取
組

内
容

。
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３
．

事
業

目
的

の
達

成
状

況
[呉

地
方

合
同

庁
舎

]

③
－

２
「
事

業
計

画
の

効
果

・
付

加
機

能
（
Ｂ

２
）
」
に

関
す

る
評

価
【
8
/
8
】

分
類

評
価

項
目

評
価

取
組

内
容

経 済 性
耐

用
・
保

全
性

Ａ
右

の
２

つ
以

上
取

組
a.

将
来

の
模

様
替

え
に

配
慮

し
た

階
高

の
確

保
、

b.
将

来
の

機
器

更
新

に
配

慮
し

た
設

備
ス

ペ
ー

ス
の

確
保

、
c
.可

動
間

仕
切

の
活

用
、

d.
清

掃
を

容
易

に
す

る
た

め
の

取
組

（
光

触
媒

等
）

Ｂ
右

の
１

つ
取

組

Ｃ
一

般
的

な
取

組
一

般
的

な
設

計
上

の
工

夫
が

行
わ

れ
て

い
る

。
（
設

備
配

管
ス

ペ
ー

ス
の

確
保

、
外

壁
の

タ
イ

ル
仕

上
、

建
物

配
置

上
の

配
慮

、
事

務
室

の
無

柱
化

等
）

Ｄ
一

般
的

な
取

組
が

な
さ

れ
て

い
な

い

注
)赤

文
字

(下
線

)･
･･

本
事

業
で

採
用

し
て

い
る

取
組

内
容

。

c
. 
可

動
間

仕
切

の
活

用
可

動
間

仕
切
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対
象

：
外

部
利

用
者

（
回

収
数

：
1
1
5

配
布

数
4
0
0

回
収

率
2
8
.8

％
）

調
査

内
容

：

A
．

施
設

の
全

体
的

な
印

象
B

．
施

設
の

利
用

し
や

す
さ

C
．

施
設

内
の

快
適

さ
D

．
利

用
者

へ
の

安
全

・
安

心
へ

の
配

慮
Ｅ

．
施

設
と

周
囲

と
の

関
係

Ｆ
．

そ
の

他

に
つ

い
て

５
段

階
評

価

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
の

概
要

（
平

成
2
6
年

1
2
月

～
2
7
年

1
月

実
施

）

・
Ｃ

Ｓ
調

査
は

事
業

実
施

後
の

施
設

利
用

者
へ

の
ア

ン
ケ

ー
ト

調
査

等
を

通
じ

て
当

該
施

設
の

満
足

度
を

把
握

し
、

そ
の

結
果

を
当

該
施

設
や

類
似

の
事

業
に

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
す

る
た

め
に

実
施

し
て

い
る

。
・
呉

地
方

合
同

庁
舎

は
、

概
ね

良
好

な
満

足
度

が
確

認
さ

れ
て

い
る

。

【
外

部
利

用
者

の
満

足
度

集
計

結
果

】

全
般

的
に

満
足

度
が

高
い

結
果

と
な

っ
た

。

調
査

結
果

の
概

要

Ｃ
Ｓ

調
査

（
顧

客
満

足
度

調
査

）

〈
総

合
結

果
〉

満
足

・
や

や
満

足
：
7
5
％

不
満

・
や

や
不

満
：

6
％

3
.事

業
目

標
の

達
成

状
況

（
参

考
）

[呉
地

方
合

同
庁

舎
]
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Ｃ
Ａ

Ｓ
Ｂ

Ｅ
Ｅ

の
評

価
（
建

築
環

境
総

合
性

能
評

価
シ

ス
テ

ム
）

・
C

A
S
B

Ｅ
E
は

、
建

築
物

の
環

境
品

質
、

環
境

負
荷

の
両

側
面

か
ら

評
価

で
き

る
た

め
、

指
標

と
し

て
採

用
し

て
い

る
。

・
建

築
物

を
環

境
効

率
（
B

E
E
ラ

ン
ク

)で
格

付
け

す
る

手
法

で
あ

る
。

呉
地

方
合

同
庁

舎
は

、
B

E
E
=
1
.8

、
Ａ

ラ
ン

ク
（
大

変
良

い
）
と

な
っ

て
い

る
。

＝
25

×
（
5－

3.
68

）

25
×

（
3.

44
－

1）

3361
1.

8
＝

B
EE

＝

環
境
品
質
性
能

Q
（
Q

ua
lit

y）

外
部
環
境
負
荷

L（
Lo

ad
）

（
Ａ

：
大

変
良

い
）

＝

25
×

（
5－

Ｓ
Ｌ

Ｒ
）

25
×

（
Ｓ

Ｑ
－

1）
Ｂ

Ｅ
Ｅ

＝

Ｓ
：
素

晴
ら

し
い

Ａ
：
大

変
良

い
Ｂ

+ 
：
良

い
Ｂ

- ：
や

や
劣

る
Ｃ

：
劣

る

1
.8 3
3

6
1

0
50

10
0

05010
0

環境品質Ｑ

環
境

負
荷

L

S
A

B
+

B
-

C

3
.0

0
.5

1
.5

B
E
E
=
1
.0

B
EE

 =
1.

8
S
: 
★

★
★

★
★

A
: 
★

★
★

★
B

+
: ★

★
★

B
-
: ★

★
C

: ★

建
築

物
の

環
境

効
率

（
BE

Eラ
ン

ク
）

3
.事

業
目

標
の

達
成

状
況

（
参

考
）

[呉
地

方
合

同
庁

舎
]

※
官

庁
施

設
の

環
境

保
全

性
能

基
準

に
基

づ
き

、

旧
省

エ
ネ

基
準

の
努

力
指

針
を

満
た

し
て

い
る

こ
と

を
確

認
。
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４
．

ま
と

め
[呉

地
方

合
同

庁
舎

]

本
事

業
は

、
事

業
目

的
を

果
た

し
、

か
つ

、
事

業
の

効
果

も
十

分
発

現
し

て
い

る
と

判
断

で
き

る
た

め
、

再
度

の
事

後
評

価
及

び
特

段
の

改
善

措
置

の
必

要
性

は
な

い
。

今
後

の
対

応
方

針
（
案

）

１
２

１
点
(１

０
０

点
以

上
を

確
認
)

呉
地

方
合

同
庁

舎
評

価
結

果

整
備

内
容

か
ら

発
現

状
況

を
検

証
し

た
結

果
、

Ａ
～

Ｄ
評

価
の

う
ち

、
全

て
｢Ｃ

｣以
上

で
あ

る
こ

と
を

確
認

し
た

。１
０

０
点
(１

０
０

点
を

確
認
)

呉
地

方
合

同
庁

舎
評

価
結

果

１
１

６
点
(１

０
０

点
以

上
を

確
認
)

呉
地

方
合

同
庁

舎
評

価
結

果

※
Ｃ

Ｓ
(顧

客
満

足
度
)調

査
、
CA

SB
EE
(建

築
環

境
総

合
性

能
)

評
価

に
よ

り
、

補
足

的
に

効
果

を
確

認
す

る
。

①
事

業
計

画
の

必
要

性

②
事

業
計

画
の

合
理

性

③
事

業
計

画
の

効
果

施
設

の
「
老

朽
」
、

「
狭

あ
い

」
、

「
施

設
の

不
備
(耐

震
性

の
不

足
等
)」

な
ど

の
項

目
の

評
点

を
算

出
し

、
評

価
す

る
。

本
事

業
と

同
等

の
性

能
を

確
保

で
き

る
代

替
案

と
の

経
済

比
較

な
ど

を
行

い
、

本
事

業
が

代
替

案
よ

り
経

済
的

で
あ

れ
ば
10

0点
と

す
る

。

「
位

置
」
「
規

模
」
「
構

造
」
の

３
つ

の
視

点
か

ら
評

点
算

出
を

行
い

、
評

価
す

る
。

業
務

を
行

う
た

め
の

基
本

機
能

（
Ｂ

１
）

合
同

庁
舎

に
相

応
し

い
付

加
機

能
と

な
っ

て
い

る
か

、
環

境
対

策
や

ユ
ニ

バ
ー

サ
ル

デ
ザ

イ
ン

な
ど

の
営

繕
事

業
の

施
策

に
基

づ
く
機

能
に

つ
い

て
、

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
に

基
づ

い
て

評
価

を
行

い
、

発
現

状
況

を
検

証
す

る
。

施
策

に
基

づ
く
付

加
機

能
（
Ｂ

２
）
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	表紙07 呉地方合同庁舎
	20161108_呉地方合同庁舎　カルテ
	概要書 (入力様式) 

	07 呉地方合同庁舎 [互換モード]


概要書 (入力様式) 



		 概要書 ガイヨウショ





		平成２８年度

行政情報化推進課: 事後評価年度を記入して下さい																																								事後評価 ジゴ ヒョウカ

		事業名 （箇所名）								　呉地方合同庁舎 クレ チホウ ゴウドウ チョウシャ														担当課						営繕部技術・評価課 エイゼンブ ギジュツ ヒョウカカ

行政情報化推進課: 対応方針を決定する地方整備局等担当課として下さい								事業
主体 シュタイ				国土交通省 コクド コウツウショウ

																								担当課長名						岡林　晃二 オカバヤシ コウジ												中国地方整備局 チュウゴク チホウ セイビキョク

		実施箇所								広島県呉市中央３－９－１５ ヒロシマケン クレシ チュウオウ

		該当基準 ガイトウ キジュン								事業完了後２年間が経過した事業 ジギョウ カンリョウゴ ネンカン ケイカ ジギョウ

		事業諸元								・敷地：　  シキチ				3,176				㎡

										・構造：　				鉄筋コンクリート造、地上７階地下１階 テッキン ゾウ チジョウ カイ チカ カイ

										・規模：　 キボ				7,494				㎡

		事業期間								事業採択						平成		21

行政情報化推進課: 建物本体の事業費の予算化された年度を記入して下さい
（一般的には新規事業採択時評価年度の次年度）		年度		完了						平成		25

行政情報化推進課: ＰＦＩ事業の場合、工事が完了し引渡を行った年度を記入して下さい		年度

		総事業費 （億円）								29

行政情報化推進課: 総事業費は
　事業に係る測量、企画設計監理料、建設費の合計
総事業費の入力は
・２桁以上の値の場合は、整数止め　（例）15、325
・１桁の場合は、小数点１桁止め　　　（例）8.2、2.3
・１以下の場合は、小数点２桁止め　 （例）0.15、0.93

																														

行政情報化推進課: 対応方針を決定する地方整備局等担当課として下さい		

行政情報化推進課: 事後評価年度を記入して下さい																

行政情報化推進課: 建物本体の事業費の予算化された年度を記入して下さい
（一般的には新規事業採択時評価年度の次年度）												

行政情報化推進課: ＰＦＩ事業の場合、工事が完了し引渡を行った年度を記入して下さい		目的・必要性 モクテキ ヒツヨウセイ								＜解決すべき課題・背景＞
呉市内５官署において、昭和33年建築の呉税務署をはじめ経年による老朽化が進んでいることに加え、耐震性能が不足している官署があり、利用者にも不便を強いる状況となっている。
　このため、早急に新たな庁舎を整備する必要があることから、行政サービスの向上、耐震安全性の確保及び国有財産の有効活用のため合同庁舎として整備するものである。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：官庁施設の利便性、安全性等の向上
・施策目標：環境配慮型官庁施設としての整備、ユニバーサルデザインの採用、地震防災機能の確保 クレシ ナイ カンショ クレ ゼイムショ カンショ ギョウセイ コウジョウ タイシン アンゼンセイ カクホ オヨ コクユウ ザイサン ユウコウ カツヨウ ゴウドウ チョウシャ カンチョウ シセツ リベンセイ アンゼンセイ トウ コウジョウ カンキョウ ハイリョガタ カンチョウ シセツ セイビ サイヨウ ジシン ボウサイ キノウ カクホ















		社会経済情勢等の変化 シャカイ ケイザイ ジョウセイ ヘンカ								本事業の事業計画の必要性や合理性に影響を与えるような社会的経済情勢の変化は特にないと考えられる。 ホン ジギョウ ジギョウ ケイカク ヒツヨウセイ ゴウリセイ エイキョウ アタ シャカイテキ ケイザイ ジョウセイ ヘンカ トク カンガ



		費用対効果分析の
算定基礎となった
要因の変化 ヒヨウ タイ コウカ ブンセキ サンテイ キソ ヨウイン ヘンカ								当初の事業計画に沿った整備がなされ、また庁舎が適切に活用されていることから、事業採択時点から特段の要因の変化はないと考えられる。 トウショ ジギョウ ケイカク ソ セイビ チョウシャ テキセツ カツヨウ ジギョウ サイタク ジテン トクダン ヨウイン ヘンカ カンガ





		事業の効果の
発現状況 ジギョウ コウカ ハツゲン ジョウキョウ								・位置、規模及び構造の観点から、業務を行うための基本機能を満足していることが確認できる。
・地域性、環境保全性及びユニバーサルデザインについては特に充実した取組がなされており、景観性、木材利用推進、防災性及び耐用・保全性についても充実した取組がなされていることから、官庁営繕の施策が適切に反映されていることが確認できる。
以上より、想定していた事業の効果は十分に発現していると考えられる。
 イチ キボ オヨ コウゾウ カンテン マンゾク カクニン チイキセイ オヨ トク ケイカン セイ モクザイ リヨウ スイシン ボウサイ セイ オヨ タイヨウ ホゼンセイ ジュウジツ ト ク カクニン イジョウ カンガ

















		事業実施による
環境の変化								変化は特になし。なお、環境負荷低減の取組はCASBEE評価等の結果から、機能していると考えられる。 ヘンカ トク カンキョウ フカ テイゲン トリクミ ヒョウカ トウ ケッカ キノウ カンガ





		対応方針
(原案) タイオウ ホウシン ゲンアン		今後の事後評価の必要性 コンゴ ジゴ ヒョウカ ヒツヨウセイ						事業の効果は十分に発現していると考えられるため、現時点で再度の事後評価の必要性はないと考えられる。 ジギョウ コウカ ジュウブン ハツゲン カンガ ゲンジテン サイド ジゴ ヒョウカ ヒツヨウセイ カンガ





				改善措置の
必要性 カイゼン ソチ ヒツヨウセイ						事業の効果は十分に発現していると考えられるため、現地点での改善措置の必要性はない。なお、今後も保全指導の面から施設管理者へのフォローアップに努める。 ジギョウ コウカ ジュウブン ハツゲン カンガ ゲンチ テン カイゼン ソチ ヒツヨウセイ コンゴ ホゼン シドウ メン シセツ カンリシャ ツト

		同種事業の計画・
調査のあり方や
事業評価手法の
見直しの必要性 ドウシュ ジギョウ ケイカク チョウサ カタ ジギョウ ヒョウカ シュホウ ミナオ ヒツヨウセイ								現時点で見直しの必要性はない。 ゲンジテン ミナオ ヒツヨウセイ







		その他













概要書 (記入例) 



		 概要書 ガイヨウショ																																										記入例 キニュウ レイ





		平成２７年度

行政情報化推進課: 事後評価年度を記入して下さい																																								事後評価 ジゴ ヒョウカ

		事業名 （箇所名）								○○税務署 ゼイムショ														担当課						営繕部○○課

行政情報化推進課: 対応方針を決定する地方整備局等担当課として下さい								事業
主体 シュタイ				国土交通省 コクド コウツウショウ

																								担当課長名						○○ ○○												○○地方整備局 チホウ セイビ キョク

		実施箇所								○○県○○市○○町○○ アガタ シ チョウ

		該当基準 ガイトウ キジュン								事業完了後２年間が経過した事業 ゴ ネン カン ケイカ ジギョウ

		事業諸元								・敷地：　  シキチ								㎡

										・構造：　				鉄筋コンクリート造 地上５階地下１階 テッキン ゾウ チジョウ カイ チカ カイ

										・規模：　 キボ								㎡

		事業期間								事業採択						平成		21

行政情報化推進課: 建物本体の事業費の予算化された年度を記入して下さい
（一般的には新規事業採択時評価年度の次年度）		年度		完了						平成		24

行政情報化推進課: ＰＦＩ事業の場合、工事が完了し引渡を行った年度を記入して下さい		年度

		総事業費 （億円）								12

行政情報化推進課: 総事業費は
　事業に係る測量、企画設計監理料、建設費の合計
総事業費の入力は
・２桁以上の値の場合は、整数止め　（例）15、325
・１桁の場合は、小数点１桁止め　　　（例）8.2、2.3
・１以下の場合は、小数点２桁止め　 （例）0.15、0.93

																														

行政情報化推進課: 対応方針を決定する地方整備局等担当課として下さい		

行政情報化推進課: 事後評価年度を記入して下さい																

行政情報化推進課: 建物本体の事業費の予算化された年度を記入して下さい
（一般的には新規事業採択時評価年度の次年度）												

行政情報化推進課: ＰＦＩ事業の場合、工事が完了し引渡を行った年度を記入して下さい		目的・必要性 モクテキ ヒツヨウセイ								＜解決すべき課題・背景＞
　○○税務署庁舎は、昭和44年建築で経年による老朽化が進んでいることに加え、耐震性能が不足している。また、業務量の増加やそれに伴う職員数の増加等により庁舎の狭あい化が進行しており、利用者にも不便を強いる状況となっている。
　このため、早急に新たな庁舎を整備する必要があることから、○○市との合意に基づき、市役所の建て替え計画に合わせ、○○税務署庁舎を一体的に整備するものである。

＜政策体系上の位置付け＞
・政策目標：　官庁施設の利便性、安全性等の向上
・施策目標：　環境等に配慮した便利で安全な官庁施設の整備・保全を推進する















		社会経済情勢等の変化 シャカイ ケイザイ ジョウセイ ヘンカ								本事業の事業計画の必要性や合理性に影響を与えるような社会経済情勢の変化は特にないと考えられる。 ホン ジギョウ ジギョウ ケイカク ヒツヨウセイ ゴウリ セイ エイキョウ アタ シャカイ ケイザイ ジョウセイ ヘンカ トク カンガ



		費用対効果分析の
算定基礎となった
要因の変化 ヒヨウ タイ コウカ ブンセキ サンテイ キソ ヨウイン ヘンカ								当初の事業計画に沿った整備がなされ、また庁舎が適切に活用されていることから、事業採択の時点から特段の要因の変化はないと考えられる。 トウショ ジギョウ ケイカク ソ セイビ チョウシャ テキセツ カツヨウ ジギョウ サイタク ジテン トクダン ヨウイン ヘンカ カンガ





		事業の効果の
発現状況 ジギョウ コウカ ハツゲン ジョウキョウ								・位置、規模及び構造の観点から、業務を行うための基本機能を満足していることが確認できる。
・地域性、景観性、環境保全性、ユニバーサルデザイン、防災性及び耐用・保全性について、特に充実した取組がなされており、官庁営繕の施策が適切に反映されていることが確認できる。
以上より、想定していた事業の効果は十分に発現していると考えられる。
 イチ キボ オヨ コウゾウ カンテン マンゾク カクニン カクニン イジョウ カンガ

















		事業実施による
環境の変化								環境負荷低減への取組みやＣＡＳＢＥＥ評価の結果から特に問題はないと考えられる。 フカ テイゲン ト ク カンガ





		対応方針 タイオウ ホウシン		今後の事後評価の必要性 コンゴ ジゴ ヒョウカ ヒツヨウセイ						事業の効果は十分に発現していると考えられるため、現時点で再度の事後評価の必要性はない。 ゲンジテン サイド ジゴ ヒョウカ ヒツヨウセイ





				改善措置の
必要性 カイゼン ソチ ヒツヨウセイ						事業の効果は十分に発現していると考えられるため、現時点で改善措置の必要性はない。 ゲンジテン カイゼン ソチ ヒツヨウセイ

		同種事業の計画・
調査のあり方や
事業評価手法の
見直しの必要性 ドウシュ ジギョウ ケイカク チョウサ カタ ジギョウ ヒョウカ シュホウ ミナオ ヒツヨウセイ								現時点で見直しの必要性は見られない。 ゲンジテン ミナオ ヒツヨウセイ ミ







		その他								＜第三者委員会の意見・反映内容＞
事業評価監視委員会において、「今後の事後評価の必要性、改善措置の必要性はない」との判断は妥当とされた。 ジギョウ ヒョウカ カンシ イインカイ コンゴ ジゴ ヒョウカ ヒツヨウセイ カイゼン ソチ ヒツヨウ セイ ハンダン ダトウ













位置図 (入力様式)

		施設名： シセツ メイ		　呉地方合同庁舎												事業場所： ジギョウ バショ		広島県呉市中央３－９－１５



		概要図 ガイヨウ ズ																																				概要図 ガイヨウ ズ

行政情報化推進課: 公表されるため、地図を使用する場合は国土地理院の地図を使用して下さい
地図には、評価対象施設を青色の丸、周辺の公共施設及び公共交通機関（鉄道等）を黄色の丸、その他は赤色の丸で表現して下さい

		(位置図)																																				(位置図)

































































																														記入例 キニュウ レイ

						概要図 ガイヨウ ズ

行政情報化推進課: 公表されるため、地図を使用する場合は国土地理院の地図を使用して下さい
地図には、評価対象施設を青色の丸、周辺の公共施設及び公共交通機関（鉄道等）を黄色の丸、その他は赤色の丸で表現して下さい

						(位置図)



























































（現　○○庁舎）

ＪＲ○○駅

○○庁舎建設予定地

（現　○○庁舎）

ＪＲ○○駅

○○庁舎建設予定地

ＪＲ　呉駅

呉市役所

呉地方合同庁舎



位置図 （記入例)

		施設名： シセツ メイ		○○税務署								事業場所： ジギョウ バショ		○○県○○市○○町○○

																						記入例 キニュウ レイ

		概要図 ガイヨウ ズ

行政情報化推進課: 公表されるため、地図を使用する場合は国土地理院の地図を使用して下さい
地図には、評価対象施設を青色の丸、周辺の公共施設及び公共交通機関（鉄道等）を黄色の丸、その他は赤色の丸で表現して下さい

		(位置図)





























































（現　○○庁舎）

ＪＲ○○駅

○○庁舎建設予定地



評価内訳

				事業名				　呉地方合同庁舎

																様式１

		事業の評価内訳

		　１．事業計画の必要性 ジギョウ ケイカク ヒツヨウセイ

		計  画  理  由										評　点				評 価 の 根 拠

		●建替等の場合

		　　①老朽										92.2		点

		　　②狭あい												点

		　　③借用返還												点

		　　④分散												点

		　　⑤地域連携 チイキ レンケイ												点

		　　⑥立地条件の不良												点

		　　⑦施設の不備										4.6		点

		　　⑧衛生条件の不良												点

		　　⑨法令等												点

		イ　①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨								計 ケイ		96.8		点

		●新規施設の場合

												

行政情報化推進課: 建替等の場合、評点は「－」として下さい		　　①法令等										－		点

		　　②新たな行政需要										－		点

		　　③機構新設										－		点

		イ’①+②+③								計		0		点

		　加算点										20		点		合同庁舎計画、特定国有財産整備計画				合同庁舎計画		特定国有財産整備計画		合同庁舎計画、特定国有財産整備計画

		評点（イまたはイ'+加算点）										116		点



		　２．事業計画の合理性 ゴウリセイ

		評　価　項　目 ヒョウ アタイ コウ メ										評　点 ヒョウ テン				評 価 の 根 拠

		　経済的合理性										100		点 テン		同等の性能を確保できる他の案との経済比較を行った際に、事業案の方が経済的であると評価される				同等の性能を確保できる他の案との経済比較を行った際に、事業案の方が経済的であると評価される		同等の性能を確保できる他の案との経済比較を行った際に、リスク等の総合判断により事業案の方が合理的であると評価される		他の案では、事業案と同等の性能を確保できないと評価される		他の組織・機関が採算性等の審査等により評価を行う場合であって、当該評価方法に合理性があると確認できる



		　３．事業計画の効果 コウカ

		業務を行うための基本機能（Ｂ１）の発現状況 ギョウム オコナ キホン キノウ ハツゲン ジョウキョウ

		分　類				項　目 コウ メ						係　数 カカリ スウ				評 価 の 根 拠

		位    置				①用地の取得・借用						1.1				国として用地を保有できている				国として用地を保有できている

						②災害防止・環境保全						1.0								自然的条件からみて良好な状態である

						③アクセスの確保						1.1				施設へのアクセスは良好である				施設へのアクセスは良好である

						④都市計画その他の土地利用に関する計画との整合性						1.0

						⑤敷地形状等						1.0

		イ　①×②×③×④×⑤								計		1.21

行政情報化推進課: イ×ロ×ハ×100＝評点になるように小数点以下の表示を調整して下さい

		規    模				①建築物の規模						1.0

						②敷地の規模						1.0

		ロ　①×②								計		1.0

		構    造 ガマエ ヅクリ				①機能性
　（業務を行うための基本機能に該当する部分）						1.0



		ハ　①								計		1.0

		評点（イ×ロ×ハ×100）										121		点



		施策に基づく付加機能（B２）の発現状況

		分類及び評価項目 ブンルイ オヨ ヒョウカ コウモク										評　価 ヒョウ アタイ				評 価 の 根 拠				Ａ		B		C		Ｄ

		　　社会性（地域性） シャカイ セイ チイキセイ										Ａ				特に充実した取組がなされている				特に充実した取組がなされている		充実した取組がなされている		一般的な取組がなされている		一般的な取組がなされていない

		　　社会性（景観性） シャカイ セイ ケイカン セイ										B				充実した取組がなされている				特に充実した取組がなされている		充実した取組がなされている		一般的な取組がなされている		一般的な取組がなされていない

		　　環境保全性（環境保全性） カンキョウ ホゼン セイ										Ａ				特に充実した取組がなされている				特に充実した取組がなされている		充実した取組がなされている		一般的な取組がなされている		一般的な取組がなされていない

		　　環境保全性（木材利用促進） カンキョウ ホゼン セイ モクザイ リヨウ ソクシン										B				充実した取組がなされている				特に充実した取組がなされている		充実した取組がなされている		一般的な取組がなされている		一般的な取組がなされていない

		　　機能性（ユニバーサルデザイン） キノウセイ										Ａ				特に充実した取組がなされている				特に充実した取組がなされている		充実した取組がなされている		一般的な取組がなされている		一般的な取組がなされていない

		　　機能性（防災性） ボウサイ セイ										B				防災に配慮した取組が行われている				特に防災に配慮した取組が行われている		防災に配慮した取組が行われている		防災に関する一般的な取組が行われている		防災に関する一般的な取組がなされていない

		　　経済性（耐用・保全性） ケイザイ セイ タイヨウ ホゼン セイ										B				充実した取組がなされている				特に充実した取組がなされている		充実した取組がなされている		一般的な取組がなされている		一般的な取組がなされていない





































































合理性

								　呉地方合同庁舎

				事業計画の合理性 ケイカク





								（単位：千円） タンイ センエン

				Ａ．　事業案の総費用 ジギョウアン ソウ ヒヨウ

								金額 キンガク

				1		初期費用 ショキ ヒヨウ		3,440,267

						（1）建設費 ケンセツヒ		3,252,120

						（2）企画設計費 キカク セッケイ ヒ		188,147

						（3）解体費 カイタイ		0



				2		維持修繕費 イジ シュウゼンヒ		2,123,868

						（1）修繕費 シュウゼンヒ		645,044

						（2）保全費 ホゼンヒ		1,054,334

						（3）光熱水費 ヒカリ ネッスイ ヒ		424,490





				3		土地の占用に係る機会費用 トチ センヨウ カカ キカイ ヒヨウ		419,232



				4		法人税等 ホウジンゼイ トウ		(317,957)





						事業案総費用 ジギョウアン ソウヒヨウ		5,665,410





				Ｂ．　代替案の総費用 ダイタイ アン ソウ ヒヨウ

								金額 キンガク

				1		初期費用 ショキ ヒヨウ		3,759,464

						（1）増築・改築費 ゾウチク カイチク ヒ		3,489,438

						（2）企画設計費 キカク セッケイ ヒ		168,840

						（3）解体費 カイタイ ヒ		101,186



				2		維持修繕費 イジ シュウゼンヒ		2,851,404

						（1）修繕費 シュウゼンヒ		1,060,078

						（2）保全費 ホゼンヒ		1,298,627

						（3）光熱水費		492,699

						（4）賃料		0



				3		土地の占用に係る機会費用 カカ キカイ ヒヨウ		1,112,264



				4		法人税等 ホウジンゼイ トウ		(406,639)





						代替案総費用 ダイタイアン ソウヒヨウ		7,316,493
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